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地域の獣医療提供体制の整備に向けた取組の推進について 

 

このことについて、平成 25年 12月 25日付け 25消安第 4629号をもって、農林水

産省消費･安全局畜水産安全管理課長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者

に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、①「都道府県における獣医療を提供する体制の整備を図るため

の計画」を策定された各自治体においては、引き続き、それぞれの計画に基づき、産

業動物診療獣医師及び家畜衛生分野の公務員獣医師の確保対策等、地域の獣医療提供

体制の整備に向けた積極的な取組をする旨の依頼、②農林水産省では、獣医療提供体

制整備推進総合対策事業を通じて、今後とも都道府県等と連携し、産業動物獣医師の

確保及び質の向上に努めていくこと、③特に平成 26年度予算では、産業動物獣医師を

計画的に確保することが困難な地域で産業動物獣医師として就業を志す高校生等に対

する新たな修学資金を実施することとしているので、事業を積極的に活用する旨の依

頼、④各都道府県におかれては、引き続き、産業動物診療獣医師や公務員獣医師の労

働環境の改善に取り組むよう依頼する旨、都道府県畜産主務部長宛てに通知したこと

について連絡を受けたものです。 

本件内容の問合せ先 
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